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関数型言語、代数的仕様記述法など等式に論理的基礎をおく言語系の性質は多くの場
合、等式論理の帰納的定理として取り扱うことができる。それゆえに等式論理における帰
納的定理の自動証明法は、代数的仕様やプログラムの検証などを自動的に行なうためには
不可欠である。
等式論理における帰納的定理の自動証明手法は、明示帰納法と暗黙帰納法に大きくわけ
られる。明示帰納法とは帰納的図式を直接もちいて帰納的定理の証明を行なう手法であ
る。BoyerとMoore(1979)によって研究されたNqthm は、この手法による自動証明シス
テムとして有名である。一方、暗黙帰納法とは、帰納的図式を直接もちいずに帰納的定理
の証明を行なう手法で、Musser(1980)により提案され Huetと Hullot(1982) により拡張
された潜在帰納法や、Reddy(1990)らによって提案された書換え帰納法がある。また、潜
在帰納法にもとづく自動証明システムとしてはRRL、書換え帰納法にもとづく自動証明
システムとしては SPIKE が知られている。
明示帰納法では数学的帰納法により証明が行なわれるが、暗黙帰納法では次のように
証明が行なわれる。最初に、証明すべき等式 e = e

0を公理 E に付け加えて等式論理E
0 =

E [ fe = e
0g をつくる。次に、E と E

0 によって定められる基底項の集合上の同値関係が
等しいことを示す。すると、E 0 のもとで成立している基底項上の等式は E のもとでも成
立することになる。ここで、明らかに e = e

0は E
0 における帰納的定理である。よって、

上記の議論により E においても帰納的定理であることが示されたことになる。
潜在帰納法や書換え帰納法にもとづく自動証明システムでは、Knuth-Bendixの完備化
手続き、被覆集合、テスト集合などの技術を利用している。そのため、潜在帰納法と書
換え帰納法に関する研究の多くはKnuth-Bendixの完備化手続きの拡張、または被覆集合
(テスト集合)にもとづく帰納法として論じられている。しかしすでに述べたように、暗
黙帰納法の本質は基底項上で 2つのシステムの等価性を示すことであり、完備化手続き
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や被覆集合 (テスト集合)にもとづく帰納法はそのための一手法にすぎない。実際、外山
(1991)は完備化手続きの枠組を取り去り、抽象リダクションシステムの枠組で見直すこと
により潜在帰納法の原理を非常に簡明に説明できることを示した。その結果、潜在帰納法
で本質となるのは弱正規性と合流性であることを明らかにした。
本研究では暗黙証明法による自動証明手法として重要な潜在帰納法と書換え帰納法の
関係を以下のように抽象的な枠組で考察する。

� 書換え帰納法の定式化

書換え帰納法を、2つのシステムの等価性を示す手法として抽象リダクションシス
テムの枠組で考察する。その結果、書換え帰納法で本質となるのは強正規性と退行
性であることが明らかとなる。また、書換え帰納法の原理はここで示された抽象リ
ダクションシステムの枠組にもとづき、非常に簡明に説明できることを示す。

� 潜在帰納法と書換え帰納法の比較

上記の結果より、統一された抽象リダクションシステムの枠組で潜在帰納法と書換
え帰納法を理論的に比較することが可能となる。その結果、両者の本質的な差異が
弱正規性と強正規性、および合流性と退行性にもとづくことが明らかとなる。した
がって、両者の証明能力は一致しない。

� 反駁証明法と組み合わせてもちいたときの両者の比較

実際の自動証明システムで広くもちいられている反駁証明法についても同様に、抽
象リダクションシステムの枠組で考察する。その結果、潜在帰納法と書換え帰納法
にそれぞれ反駁証明法を組み合わせてもちいたとき、実質的には証明能力が一致す
ることが示される。

� 自動証明システムとの対応

本研究で示した抽象的な枠組と実際に作成されている帰納的定理の自動証明シス
テムとの対応について考察する。ここでは、潜在帰納法に対応する手続きとして
Kapurの手続き、書換え帰納法に対応する手続きとして Fribourgの手続きを取り
上げる。各手続き共に、次の方針で証明を行なう。最初に、公理となる項書換えシ
ステム R1に証明すべき等式 e = e

0に対応する規則を付け加え、項書換えシステム
R2 = R1 [ fe! e

0g を作る。次に、完備化手続きを拡張した証明システムをもちい
て、R2 を適当な条件を満たす項書換えシステムへと変換する。このとき結果とし
て作られるシステムが、実は我々の枠組に対応する性質をもつ項書換えシステムと
なっている。このようにして、非常に簡明に自動証明システムのメカニズムが説明
される。

このような観点から両者を比較した研究はこれまでなされていなかったので、ここで示
された結果は両者を拡張した新しい自動証明手法を確立する上で極めて有用な方針を与
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える。また、本研究では 2つのシステムの等価性を示す手法を、抽象リダクションシステ
ムの枠組で考察している。それゆえに、本研究の成果を帰納的定理以外の自動証明システ
ムに応用することも可能である。

3


